【維持管理】

令和７・８年度幸手市維持管理等
　　　　　 競争入札参加資格審査追加申請書提出要領
１　一般事項　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
７・８年度において、幸手市（水道事業を含む。）が発注する維持管理等の競争入札に参加を希望する者は、この要領により「維持管理等競争入札参加資格審査申請をし、幸手市の「維持管理等競争入札参加資格者名簿」に登録される必要があります。
　
(1) 申請できない者

　ア　入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

イ　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当する者。

ウ　地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により、市の一般競争入札に参加させないこととされた者。
　エ　地方自治法施行令第１６７条の１１第１項で準用する同令第１６７条の４第
２項の規定により、市の競争入札に参加させないこととされた者。
　オ　登録・免許・許可等（以下「登録等という。」）を営業の要件とする業種について、
登録等を受けていない者。
(2)　 eq \o\ad(有効期間,　　　　　　)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで
(3)　 eq \o\ad(受付日時,　　　　　　)
　　 令和８年１月１５日（木）～令和８年１月３０日（金）
〔土曜、日曜、祝日を除く。〕　

(4)　 eq \o\ad(受付場所,　　　　　　)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 幸手市役所本庁舎２階契約管財課　　
※受付方法については、「２ 添付書類一覧表 注４」を参照ください。
(5)　 eq \o\ad(審査結果,　　　　　　)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア　審査結果については通知しません。令和８年３月３１日までに欠格事項等

の通知を受けなければ資格者として、競争入札参加資格者名簿に登録されま

す。
イ　審査結果については、一般に公開（幸手市ホームページ等）しますので、
予め御了承の上、申請してください。
(6)　 eq \o\ad(注意事項,　　　　　　)
　ア　保守管理等の委託契約に伴い、関連物品の納入もある場合は、必ず「物品供
給等の競争入札参加資格審査申請」も併せて申請してください。
イ　単に印刷するだけで納入する印刷物の場合は、必ず「物品供給等の競争入札参加資格審査申請」も併せて申請してください。　　　　　　　　　　　　
(7)  問い合わせ・郵送先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒３４０－０１９２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  幸手市東４丁目６番８号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  幸手市役所　総務部契約管財課　契約検査管財担当　　　　　　　　　　　　　　  電話　０４８０－４３－１１１１（代）内線２６２・２６３　　　　　　　
２　添付書類一覧表
※ ファイルに綴じないで提出してください。
	申請書類及び添付書類
	

	①入札参加資格審査
カード

（ファイルに綴じないで提出）
	・幸手市の指定する用紙を使用してください。
・入札参加を希望する業種は５業種（別紙維持管理等業種区分コード一覧参照）以内とします。
・契約行為等を代理人に委任する場合は、代理人欄に記入してください。代理人を置かない場合は、空欄としてください。
・その他、記載例を参考に記入してください。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※ ファイル（ファイルの色は黄色）に綴じて、提出してください。
	②入札参加資格審査
申請書
	・幸手市の指定する用紙を使用してください。押印不要。

	③委　任　状
	・幸手市の指定する用紙を使用してください。
・代理人を置き、支店等で申請する場合のみ提出してください。

	④ eq \o\ad(営業経歴書,　　　　　　　　)
	・幸手市の指定する用紙を使用してください。

	⑤業 務 経 歴 書
	・幸手市の指定する用紙を使用してください。

	⑥身分（元）証明書及
び住民票（写し可）
	・個人事業主のみ提出してください。
（申請日の３ヶ月以内に発行されたもの）

	⑦登記事項証明書（履歴事項全部証明書）
（写し可）
	・法人のみ提出してください。
（申請日の３ヶ月以内に発行されたもの）

	⑧納税証明書及び

完納証明書（写し可）
※完納証明書は市内事業者のみ

	●市内事業者の場合
【法人】  
・国税は、「法人税と消費税及び地方消費税」
（その３の３） → 春日部税務署発行
・市税関係は、「市税の完納証明書」

→ 幸手市役所税務課発行
【個人事業者】※代表者個人のもの
・国税は、「申告所得税と消費税及び地方消費税」
（その３の２） → 春日部税務署発行
・市税関係は、「市税の完納証明書」
→ 幸手市役所税務課発行
●市外事業者の場合（事業所管轄税務署発行）
【法人】   
・国税は、「法人税と消費税及び地方消費税」
（その３の３） → 税務署発行
【個人事業者】※代表者個人のもの
・国税は、「申告所得税と消費税及び地方消費税」
（その３の２） → 税務署発行

	⑨登録等（写）
	・申請業務の登録・許可等を受けたことを証する書類の写し

	⑩役員名簿及び組合員
 　名簿
	・事業協同組合、協業組合、企業組合等で官公需確保法及び同法施行令に規定する組合のみ、提出してください。
・申請日現在の名簿で、役員指名・組合員名、その代表者氏名・営業所所在地を記載してください。


注１　提出書類は、すべてＡ４サイズとし、黄色のファイル（穴をあけて閉じるタイプ）を使用してください。
　　　上記表の順にそろえて綴じ、表紙及び背表紙に商号を明記してください。
注２　必ず黒のペン又はボールペン等（パソコン等可）を使用し、かい書ではっきりと記入してください。
　　　（鉛筆書きは不可として受理いたしません）
注３　必要書類の添付漏れ、記入漏れ、記入間違い等があった場合は、受理できない場合もありますのでご注意ください。
注４　提出は、原則郵送受付のみとします。（令和８年１月３０日消印有効）

なお、受領書を返送しますので、返信用封筒（１１０円切手添付）を必ず同封してください。

※返信用封筒が同封されていない場合は、受領書は返送いたしません。
　　　※維持管理、物品の両方を申請する場合は、一つの封筒にまとめていただき、返信用封筒も１枚で構いません。
３　添付書類についての注意事項
　①　入札参加資格審査カード
　　ア　幸手市の指定する用紙を使用し、別紙記載例を参考に記入してください。

　　イ　業種ごとの業種別年間平均業務実績高は、直近の事業年度２年分（令和５年度・令和６年度）の平均を記載してください。
　　※審査カードの内容を資格者名簿として登録しますので、商号、役職名、住所、電話番号等は、正確に記入してください。
　以下は、黄色のファイルに綴って提出してください。
　②　入札参加資格審査申請書
　　幸手市の指定する用紙を使用してください。押印は不要です。
　③　委任状
　ア　幸手市の指定する用紙を使用してください。
　　イ　代理人を置き、支店等で申請する場合のみ提出してください。
　④　営業経歴書
　　ア　幸手市の指定する用紙を使用してください。
　　イ　「創業年月日」の欄には、通常は登記簿等で確認できる日付を記入してください。
　　　　それ以外の日付の場合は、原則として書類等で客観的に証明できるようにしてください。
⑤　業務経歴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア　幸手市の指定する用紙を使用してください。
　　イ　今回申請する業務について、業務区分ごとに直近の事業年度２年分（令和５年度・令和６年度）の経歴を記載してください。
　　　　官公庁から受託した経歴がない場合は、「該当なし」として提出してください。
　　ウ　業務委託代金の欄は、消費税抜きの金額を千円未満の端数を四捨五入して記載してください。
　⑥　身分（元）証明書及び住民票(写し可)
　　ア　個人事業主のみ提出してください。（法人の代表者及び代理人等は必要ありません）
　　イ　身分（元）証明書とは、本人の本籍地の市町村長が発行するものです。
　　ウ　申請日前３ヶ月以内に発行されたもので現状を反映しているものに限ります。
　⑦　登記事項証明書（履歴事項全部証明書）(写し可)
　　ア　法人のみ提出してください。
　　イ　申請日前３ヶ月以内に発行されたもので現状を反映しているものに限ります。
　⑧　納税証明書及び完納証明書(写し可)
　　ア　市内事業者の方　

①法人の場合　○春日部税務署発行の書式「その３の３」（法人税と消費税の納税証明書）及び幸手市（税務課）で発行する市税の「完納証明書」

②個人事業者　○春日部税務署発行の書式「その３の２」（申告所得税と
の場合　　　　消費税の納税証明書）及び幸手市（税務課）で発行する市税の「完納証明書」（代表者個人のもの）
　　イ　市外事業者の方

①法人の場合　○事業所を管轄する税務署で発行する書式「その３の３」

②個人事業者　○事業所を管轄する税務署で発行する書式「その３の２」

の場合

　　※新型コロナウイルス感染症等の影響等により納税の猶予制度の適用を受けて　　　いる場合は、「直近１年分の納税通知書」の写し及び「徴収（換価）の猶予　　　通知書」の写しを併せて添付してください。　　　　　

　⑨　申請業務の登録・許可等（登録等）の写し
　　 ア　登録等を営業の要件とする業種を登録する場合は、必ず審査カードの登録等に１（登録等有り）を記入し、証明書類（写）を提出してください。
　　　 ・申請日現在、登録等が有効でなければなりません。
イ　登録更新申請中であるため、申請日現在有効な登録等の写しが提出できない場合は、代わりに次の書類を両方とも提出してください。
　　　・更新前の許可証又は登録証の写し
　　　・更新申請書の副本（許可行政庁の受理印のあるもの）の写し
　⑩　役員名簿及び組合員名簿
　　ア　事業協同組合、協業組合、企業組合等で官公需確保法及び同法施行令に規定する組合のみ、提出してください。
４　申請後の注意事項

申請後、次に掲げる事項に変更があった場合には、直ちに必要な書類を添えて入札参加資格者変更届を提出してください。

①  商号又は名称（法人）、商号（個人）

②　本店・主たる営業所の所在地（法人）、住所・主たる営業所の所在地（個人）

③  代表者（法人）、代表者の改名（法人）、住所・主たる営業所の所在地（個人）

④  本店・主たる営業所の電話番号、ファクシミリ番号

⑤  代理人、代理人の改名

⑥  代理人の役職名

⑦  代理人を置く営業所の所在地

⑧　代理人を置く営業所の電話番号、ファクシミリ番号

⑨  登録等の有無（登録等の変更を含む。）

⑩  組合役員、組合員
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